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人件費について・・・・
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時給1000円 x 4時間 x 365日 = 1,460,000円

人件費はどの位かかるのか？

1,460,000円の粗利が生まれる

逆に考えると、上記を削減できれば

店舗数 1店舗1日当たり削減時間

5店舗 48分

10店舗 24分

50店舗 約5分

多店舗の場合で1,460,000円を
削減する為の時間例

現状に上乗せで140万円の粗利を上げれる
商品を仕込むには？？？

ただし現状の売上を維持する必要がある
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１．人時売上から見た人員計画
•売上予算と実績は基幹システムと連動可能、人時売上目標を設定することで実動と目標と
のズレが日別に表示され、売上に応じた人員配置が可能。

２．無駄な残業のコントロール
•リアルタイム・統一データで本部、SVが各部署のシフトのチェックが可能。

•チーフ、店長への部下の時間外警告メール（日、1ヶ月累積）。

•本人への時間外推移の警告。

３．労働基準法の遵守対策
•シフト作成時・確定時の違反事項リスト。

•３６協定チェックリスト

本システムでできる事
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累
計

労働時間
以外の情報
も表示

＊シフト作成画面例

人時から見た人員計画（シフト作成）
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勤怠システムPOS売上・予算

シフト作成

計画人時確認

人時予算

シフト作成画面ではPOSの店別部門別予算データ（売上・粗利）を利用し、人時生産性を確認しながらシフト計画を作成できます。
また「人時予算」を予め登録する事で「許容時間（人時達成する為に利用できる時間）」を表示し、目標を明示化しチーフに意識させる事ができます。
また結果も確認できます。

日
別

目
標

POS基幹システム

部門チーフ

店長
店舗運営部



個人の作業処理能力の向上

日々の作業スケジュールの見直し

部門を同規模の店舗比較をすることで、効率の悪い店舗の発見を容
易にします。
効率よくできる店舗があることを見せることにより、他店の作業効率化
への意識を高めます。

①部門を同規模店で比較
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人時から見た人員計画（比較集計）の確認と結果の確認

＊集計表画面例

②2②問題がある部署とない部署を確認

③問題がある部署とない部署確認しに行く
またはチーフ会議などで情報交換させる

集計表画面では任意の部門・店舗の計画と実績を一度に比較する事ができます。

勤怠システム本部での比較確認

運用事例



無駄な残業のコントール（指示書）
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ポイント
・計画からの変更時の規則を明記すること
・押印をもらうこと

規則の記載事例
＊シフトの変更指示があった場合、計画時刻も訂正してください。
＊実働勤務時刻は実際の業務開始・終了時刻を記入してください。
＊時間外は１日８時間を越える勤務をいいます。（=契約時間の超過では
ない）
*休日出勤は所定休日（社員9日（3月締のみ8日）・クルー7日（11・1・4・
6・9月締は8日）・パートアルバイトは4日(11･1･4･6･9月締は5日)が取れ
ない場合該当となります。（=休みの出勤分ではない）
*休憩時間は昼休みを含めた総時間を記載。
*業務の開始・終了時刻は指示書に従うこと。変更があった場合、上長の

命令によるもの以外は理由を記入し、店長の承認を受けなければならな
い。
*適正な計上を阻害するようなことがあった場合、販売部長(社長)まで直
接申し出ること。

作成したシフトを指示書（兼申請書）として発行する事ができます。
計画した時間からずれる場合には申請させることで、上長と本人に意識させます。

①指示書の発行（本人配布）
*実際にはファイリングしてまとめておく

②差異が発生する場合には事前に申請させる

③上長が確認して許可・不許可を決める

運用事例
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無駄な残業のコントール（本人への超過警告）
打刻画面で月間で超過可能時間を超えた場合に警告を行います。
最終的に超えた場合に警告が出るわけではなく、出勤日数から計算し超過するペースになった時点で警告を出します。

①退勤時に音声と画面表示で警告します

②超過ペースに入った時点で警告するので
月中での認識と対応が可能となります。

h

日

警告が出される日

*月の許容超過時間を40時間とした場合の超過ペースイメージ



作成したシフトで違反がある場合には違反リストが表示されます。

労働基準法の遵守対策（シフト作成時の警告）
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店長・部門長様が労務に詳しくなくても、シフト作成時に労基違反を警告できます。
警告がある場合にはシフトの「登録が不可能・強制で可能」を選択できます。
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労働基準法の遵守対策（36協定チェック）
36協定チェックリストでは、日・週・月・年それぞれに設定した時間外労働時間数を超えた人をチェックできます。
雇用者は監督する義務がありますので、違反がないか定期的にチェックする必要があります。
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①部門長による
シフト作成

②従業員への指示

③拠点長などによる
チェック

④部門長による
日々の勤怠承認

⑤拠点別比較や個人毎
の監査

勤怠システム

導入後の運用フロー



導入効果事例①
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≪Ａ社様の例≫
企業情報
・21店舗 年商238億 従業員数：1,480人（システム登録人数）
・2010年9月 テスト稼動、2010年11月全店展開

【導入効果】

１．月間の総労働時間の削減 2011年6月度*1

194,100時間⇒192,998時間 1,102時間削減

【削減理由】
・スーパーバイザーが各店舗・部門のシフトを閲覧し、修正指示、修正確認がうまくできるようになった。
・以前はExcelでの管理だったので、本当に直して実施したかが不明確であったが、予定と実績が明確に確認できるように
なった。
・確定データを店長が確認するので、指示のない残業が減った。

＊1：2010年と2011年の6月が、改装、出店など労働時間が変わるイベントが無い月であったため
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≪Ｂ社様の例≫
企業情報
・17店舗 年商186億 従業員数：1,200人（システム登録人数）

【導入効果】

１．時間外労働（残業） ２５％削減※導入前対比

２．日々の作業効率化

【効果詳細】
・給与計算の時間の丸めを15分から1分単位に変更。残業代がかさむと思われたが、逆に１分単位
で時間を意識するようになり、「時間を意識した仕事」が出来るようになった。
・日毎に残業時間を「見える」化することに成功。部門チーフの労務管理意識が高まった。

・タイムカードから手起こしだった集計（Excelファイルの授受と集計）が「機械が自動集計する」ということで、パート従業員の
安心感に繋がり、職場の連携が強まった。
・ １～２人で1200人の給与計算も可能になった。

・日頃のメンテナンスを怠らなければ、各種帳票を半自動で即座に出すことが可能になった。

導入効果事例②



その他の主な機能について
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打刻プログラムについて



打刻専用機 弊社システムのＷＥＢ打刻

高価（15万～25万） 安価（4万～10万）

タイムカードの発行（従業員コードの付番）、購入が必要でランニング費
用が掛かる。
100枚約1,000円(1枚当たり10円）
10円×従業員（例として2,000人）=20,000円（1ヵ月）
20,000円ｘ5年（60ヵ月）=120万円

紙が必要なく、ランニングコストがかからない。

カードの保管が必要 データセンタ－のデータ保持
（必要時にファイル出力、印字可）

選定機種が限られる InterNetExplorerを搭載したＰＣならＯＫ。
（普通のデスクトップ、ノートＰＣ、TabPC,タッチパネル,PDAなど）

専用機の購入が必要 現在あるＰＣの利用も可能。

故障時には代替え品を探す（購入）する必要がある 故障時に臨時で別ＰＣも利用可能

情報量が少ない 今日の予定・月間の計画時間、消化時間なども表示できる

他の用途に流用できない 選定機種によってはExcelやWord、基幹業務などにも利用できる

時刻合わせが必要。
（機種によっては電波時計。電波が入るか？）

時間は常にサーバのグリニッジ時刻で、合わせの必要が無い。

打刻専用機との比較
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打刻方法→ Felica バーコードリーダ 磁気カード 静脈

読取装置価格 3,000円 9,000円 30,000円 60,000円

カード価格 2,000円 1円以下 1,000円 0円

初期費用 低 低 高 高

ランニング費用 高 低 高 低

登録発行作業 煩雑 簡易 煩雑 煩雑

更新作業 煩雑 なし 煩雑 なし

代理打刻 可能 可能 可能 不可能

*FelicaはEdy,Suica,携帯電話などFelica方式を利用したICカードのIdmコードで個人を判定します。

*静脈読取装置は日立の静紋J300およびAuthentiGateのクライアントラインセンス料金となります。
*価格は一般的な事例で弊社からの販売価格ではございません。

打刻方法の判断基準は代理打刻を完全防御するか、しないかでまず生体認証を採用するか判断します。それ以外はすべて代理打刻が可
能です。カードタイプの打刻は、他のソリューション（電子錠など）と併用しない限りはランニングコスト・再発行運用の点からおすすめできま
せん。
生体認証は静脈に対応しております。指紋は生鮮担当の方の読取精度が悪いです。
生体認証の必要がなければバーコードが最も安価で運用も容易です。

打刻方法の比較



就業者マスタ 計画シフト作成画面

個人ごとの曜日別
基本シフトから月間
のシフトへ自動設定

できます

計画シフトの画面下部では日別の統
計情報が表示されます。
（前日までの累計など）
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シフト作成について

シフト作成では個人別曜日別シフト（契約情報）から1か月のシフトを作成します。



マスタから自動設定可能

打刻から確定時
・自動まるめ
・自動休憩付与

マスタから確定時の警告設定
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確定入力（承認・修正画面）について

確定画面では自動丸め（5分単位など）を行った打刻データを表示し承認を行います。
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確定状況チェックと就業予定実績表

確定状況チェックでは、承認漏れがある部署を一度に確
認できます。

給与締時に漏れがないか確認してから締めることができ
ます。
また未承認箇所から確定画面へ遷移できます。

労基署やハローワークなどへの提出用や本人への確認
などの為に一覧を出力できます。
＊特定者の複数月指定も可能。締め日とは別に月初月
末での出力も可能。
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この点を管理しているユーザは今までに1社しかありませんでした。

打刻の押し忘れ ＝ 事務手続き増加
コストUP

押し忘れがある場合とない場合の一般的な事務処理手順

打
刻

上
長
承
認

忘れがない場合

×人数分

打
刻
忘
れ

上
長
承
認

忘
れ
発
見

該
当
者
連
絡

聞
き
取
り

入
力
作
業

上
長
承
認

忘れた場合の申請フローがない（事前申請がなかった）場合

覚えてない、当事者
がいない（公休日）な
どさらなる弊害が発生

打刻忘れのもう一つの可能性

遅刻
早退

サービス残業

わざと打刻
しない、させない

本システムでは
個人毎の押し忘れ回
数の管理が可能

打刻忘れ管理のご紹介



勤怠関連の情勢について



過払い金バブル終焉 弁護士による未払賃金集団訴訟が猟場に

労基署と労使間の話し合い上
未払い賃金支払い。

いきなり裁判所へ訴訟
懲罰含め倍返しの支払いもあり

メディア・SNSの影響

企業名公表と書類送検へ
電通・ヤマト・セコムなど

一次的な経営不振に
ゼンショー・ワタミなど

企業姿勢の変化

指摘されたら払おう 払った上で残業対策を

関東圏の専門の弁護士を顧問に社労士

曖昧な雇用契約書 緻密な雇用契約書

曖昧なルール 厳密化（打刻のタイミング等）
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情勢の変化



通常労働制

月変形

年変形

導入企業が採用している労働制

年変形を採用している業種
（スポーツ用品・家電小売）

通常労働制を採用している業種
（食品小売）

メリット デメリット（前提・義務）

通常労働制
月中でのシフト変更が可能
（限度はある）

1日(8時間)、週（40時間）の所定時間は固定である

月変形労働制

月間の日の所定時間を変形できる
（繁忙日が決まっている場合）

変形期間の開始までに労働日、労働時間を周知す
る

残業計算が複雑

年変形労働制

年間の月公休数を変形できる
（繁忙月・閑散月が決まっている場合）

労働者側の同意を得て30日前に1ヵ月の労働日、
労働時間を書面で割り振りをおこなう

年間（月間）の日の所定時間を変形できる（繁忙日が
決まっている場合）

1日の労働時間限度は10時間

1週間の労働時間の限度は52時間

48時間を超える週は連続して3以下

年間の労働日数限度は280日

連続した労働日数6日（原則）

残業計算が複雑

月変形を採用している業種
（食品小売）
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各社採用の労働制 変形労働制のメリット・デメリット



A社が労基署に模範企業と言われる迄にたどった経過

エ
ク
セ
ル
で
の
出
勤
簿→

過去 現在

企
業
側
の
対
策

労
基
署
の
指
導

←

タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
導
入
要求されるもの

・出勤簿・賃金台帳
・レジのログイン記録など

勤
怠
シ
ス
テ
ム
の
導
入→

←

変
形
等
正
確
な
運
用

か
？

要求されるもの
・シフト、打刻履歴・賃金台帳
・レジのログイン記録など

就
業
規
則
・労
働
制
変
更→

雇
用
契
約
書
の
整
備

←
週
残
業
の
支
払
い

要求されるもの
・打刻履歴・賃金台帳

週
残
の
支
払
い
開
始→

←

丸
め
の
廃
止

丸
め
の
廃
止→

従業員による
労基署への指摘

従業員による
労基署への指摘

従業員による
労基署への指摘

要求されるもの
・丸め前と丸め後の差の一覧

遡
及
支
払
い

遡
及
支
払
い

遡
及
支
払
い
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雇用契約書の事例

雇用契約書は裁判等を考慮した内容からこの位細かい内容になります。
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本稼働までのスケジュール感

本稼働までのスケジュールは最短で３ヶ月からです。
ご注文後に導入前ヒアリングからパイロット店舗用の運用マニュアルを作成します。
仮の運用マニュアルでパイロット店舗にて運用を行います。
その結果を協議し、本稼働用のマニュアルを作成します。
また、給与システムへのデータインポートテストを実施して確認頂きます。
本稼働用のマニュアルで指導を行い、本稼働を開始します。

＊10店舗以上で稼働店舗を順次増やすなど別途ご相談に応じます。

別途調整



最後に

現在勤怠システムに求められるのは給与の計算ももちろんですが、今後は「複雑な賃
金体系への対応」「労使問題・労基署対策」など、一歩踏み込んだ管理が必要です。弊社
では小売業への豊富な導入実績から今後、御社が目指す勤怠管理のステップアップの
為のサポートが出来ると考えております。
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